
 
 
 
 

宅地建物取引における災害を見据えた説明

岡本正治法律事務所 弁護士 宇仁 美咲
うに みさき

はじめに

令和 年 月 日、宅地建物取引業法施行規則

の一部を改正する命令が公布され、不動産取引時

において、水害ハザードマップにおける対象物件

の所在地を事前に説明することを義務づけた。こ

の改正は同年 月 日に施行される。

この改正は、近年、大規模水災害の頻発により

甚大な被害が生じており、不動産取引時において

も、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定

を行う上で重要な要素となっていることから、重

要事項説明の対象項目としてハザードマップを提

示し、ハザードマップにおける取引対象物件の所

在地について説明することを義務化したものであ

る。

防災施設や災害後の復旧、復興は、東日本大震

災以来、少しずつ整備が進められているが、平時

における不動産取引や土地利用においては、災害

を念頭においた取引が進んでいるとはいえなかっ

た。今般の改正は、宅地や建物の取引の際に、契

約当事者が、災害を念頭において契約をするため

の契機となる重要な改正であると考えられる。本

稿では、平時の宅地や建物の取引業務について規

制している宅地建物取引業法の重要事項説明義務

の観点から、これまでの改正経緯を紐解くととも

 
国土交通省「不動産取引時において、水害ハザードマ

ップにおける対象物件の所在地の説明を義務化～宅地

建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等

について～」

に、平時の取引において損害を回避する方策を考

えてみたい。

以下、宅地建物取引業法を宅建業法、宅地建物

取引業者を宅建業者と呼称する。

１ 災害における宅地や建物への被害

令和 年 月豪雨による被害を引くまでもなく、

我が国は、極めて災害の多い国である。

平成 年以降現在までの 年足らず期間を顧み

ても、倉敷市真備町（岡山県）の洪水害をはじめ

として広島県・愛媛県の土砂災害等の広域的な被

害をもたらした平成 年 月豪雨、房総半島を中

心とし各地で暴風等による被害をもたらした令和

元年房総半島台風（台風 号）、東日本の広い範

囲における記録的な大雨により大河川を含む多数

の河川氾濫等による被害をもたらした令和元年東

日本台風（台風 号）のほか、平成 年北海道

胆振東部地震等があり、これらいずれもで、自衛

隊の災害派遣が行われるほどの甚大な被害が発生

している。内閣府による過去 年の激甚災害指定

状況一覧によれば、令和 年 月 日現在、激甚

災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関

 
国土交通省気象庁

防衛省自衛隊「災害派遣実績」

総務省消防庁「災害情報一覧」

内閣府「災害情報」
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する政令は 件に上る。

総務省消防庁「災害情報一覧」では、各情報の

「被害の状況」として、「人的被害」、「建物被害（住

家被害、非住家被害）」の欄が設けられている。災

害の規模や内容を示す「被害の状況」として「人

的被害」、「建物被害（住家被害、非住家被害）」が

挙げられているのは、自然災害が、直ちに、人の

生命、身体に重大な被害を及ぼすのみならず、建

物、ひいては建物の存在する土地にも重大な被害

を及ぼすものであることを示している。

内閣府により、過去 年の激甚災害指定状況一

覧に掲げられている 件の政令の内訳は、①梅雨

前線、台風による災害が 件、②地震による災害

は、東日本大震災、平成 年熊本地震、平成

年北海道胆振東部地震など 件、③各年度の「特

定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき

措置の指定に関する政令」が 件であるから、梅

雨前線、台風といった降水量が多くなることによ

る災害が圧倒的多数を占める。内閣府の作成にか

かる各災害の被害状況では、「人的・物的被害の状

況」とともに「土砂災害発生状況」の欄が設けら

れ、降雨は、浸水被害とともに土砂災害をも誘発

することが見て取れる。

梅雨前線や台風による災害と地震災害との最大

の違いは、予測の容易性と発生の蓋然性である。

我が国は、春夏秋冬の季節区分が明確で、沖縄・

奄美では 月に、北海道を除く地方は 月から

月に梅雨に入り、梅雨前線の影響により、降水量

が多くなる。 月には、秋雨前線や台風の襲来に

より、降水量が多くなる。平成 年（ 年）の

ように、梅雨前線の活動が活発化せず、「空梅雨」

と言われる年もないわけではないが、基本的に毎

年大雨に見舞われる時期を迎える。したがって、

我が国においては、水害は「 年単位で見たと

きに、いつか起こるかもしれない災害」ではなく、

「近い将来必ず起こる災害」と捉え、備えなけれ

ばならない災害なのである。

 
内閣府「過去 年の激甚災害指定状況」

２ 令和２年の宅建業法施行規則の改正の概要

宅建業法施行規則の改正

令和 年の宅建業法施行規則の改正では、重要

事項説明（宅建業法 条 項）の対象項目として、

同法施行規則第 条の の 第 号の を新設し、

「水防法施行規則（平成 年建設省令第 号）

第 条第 号の規定により当該宅地又は建物が所

在する市町村の長が提供する図面に当該宅地又は

建物の位置が表示されているときは、当該 図面に

おける当該宅地又は建物の所在地」を追加した。

「水防法施行規則第 条第 号の規定により当

該宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する

図面」とはいわゆる水害ハザードマップである。

解釈・運用の考え方（ガイドライン）の追加

この改正に伴い、具体的な説明方法等を明確化

するため、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え

方（ガイドライン）」（以下、「解釈・運用の考え方」

という。）について、以下の内容が追加された。

「【第 条第 項第 号関係 法第 条第 項

第 号の省令事項（規則第 条の の ）に

ついて の 水防法の規定による図面にお

ける宅地又は建物の所在地について規則第

条の の 第 号の 関係）】

本説明義務は、売買・交換・貸借の対象であ

る宅地又は建物が水防法（昭和 年法律第

号）に基づき作成された水害（洪水・雨 水出水

（以下「内水」という。）・高潮）ハザードマッ

プ（以下「水害ハザードマップ」という。）上の

どこに所在するかについて消費者に確認せしめ

るものであり、取引の対象となる宅地又は建物

の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内

水・高潮のそれぞれについて提示し、当該宅地

又は建物の概ねの位置を示すことにより行うこ

ととする。

本説明義務における水害ハザードマップは、

取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村

（特別区を含む。以下同じ。）が配布する印刷物

又は当該市町村のホームページ等に掲載された
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ものを印刷したものであって、当該市町村のホ

ームページ等を確認し入手可能な最新のものを

用いることとする。

当該市町村に照会し、当該市町村が取引の対

象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザー

ドマップの全部又は一部を作成せず、又は印刷

物の配布若しくはホームページ等への掲載等を

していないことが確認された場合は、その照会

をもって調査義務を果たしたことになる。この

場合は、提示すべき水害ハザードマップが存し

ない旨の説明を行う必要がある。

なお、本説明義務については、水害ハザード

マップに記載されている内容の説明まで宅地建

物取引業者に義務付けるものではないが、水害

ハザードマップが地域の水害リスクと水害時の

避難に関する情報を 住民等に提供するもので

あることに鑑み、水害ハザードマップ上に記載

された避難所について、併せてその位置を示す

ことが望ましい。また、水害ハザードマップに

記載された浸水想定区域に該当しないことをも

って、水害リスクがないと相手方が誤認するこ

とのないよう配慮するとともに、水害ハザード

マップに記載されている内容については今後変

更される場合があることを補足することが望ま

しい。」

３ 令和２年の宅建業法施行規則の改正の意義

宅建業法 条による重要事項説明義務

宅建業法 条 項により説明を義務づけられた

重要事項は、買主や借主、交換により目的物を取

得する者が当該契約を締結するかどうかの判断に

多大な影響を及ぼす事項である。宅地や建物は個

別性が強く、契約を締結するかどうかの判断に多

大な影響を及ぼす事項は、事案によって様々であ

り、網羅的に規定することは困難である。しかし、

他方で、その判断を宅建業者に委ねることは、業

務の適正な運営と宅地建物の取引の公正を確保し、

もって購入者等の利益を保護する（宅建業法第

 
岡本正治・宇仁美咲「三訂版 逐条解説 宅地建物取引

業法」（大成出版社、令和元年 月） 頁以下。

条）観点からは望ましくない。そこで、昭和

年の改正によって、宅建業者が説明すべき重要事

項を定型化した。これが、「法定重説事項」とか「狭

義の重要事項」と呼ばれるものである。宅建業法

条 項本文は、重要事項説明を義務付ける事項

を「少なくとも次に掲げる事項について」と規定

していることから、同項 号から 号は限定列挙

ではなく、列挙された以外の事項でも当該取引に

おいて重要であると認められる事項については説

明を義務付けている（横浜地判平 判タ

号 頁）。

法定重説事項に含める意味

宅建業法 条 項は、例示列挙であるから、買

主や借主、交換により目的物を取得する者が当該

契約を締結するかどうかの判断に多大な影響を及

ぼす事項については、宅建業法施行令 条 項、

同施行規則 条の の に明記されていない事項

であっても、重要事項説明義務の対象となる。例

えば、①法律だけではなく政令（建築基準法施行

令）、②建築基準法 条に基づく条例（がけ条例

のような委任条例）、③宅地開発行政の分野におけ

る開発指導要綱等の行政指導等も説明すべき重要

事項に含まれる。

 
前掲岡本・宇仁 頁、不動産適正取引推進機構監修、

周藤利一・藤川眞行「新版 わかりやすい宅地建物取引

業法」（大成出版社、令和元年 月） 頁。

前掲岡本・宇仁 頁。「解釈・運用の考え方」（第

条 項関係 １重要事項の説明について）では、「宅

地建物取引業者がその相手方又は依頼者に説明すべき

事項のうち最小限の事項を規定したものであり、これら

の事項以外にも場合によっては説明を要する重要事項

があり得る」としている。大阪高判平 判タ

号 頁、東京地判平 ． 判時 号 頁、大

阪高判平 判時 号 頁、東京地判平

ウエストロージャパン（ ）ほか。

「実務において注意したい法令上の制限と調査のポイ

ント」改訂版（一般社団法人不動産適正取引推進機構

年）には、①がけ、傾斜地、②擁壁、③道路と接

道状況、④ 条但書適用の調査、⑤共同住宅等の建築

を目的とした土地、⑥建物の用途変更を始めとして

項目についての調査ポイントが書かれており、この中に

は、施行令 条 項に掲げられていない条例等の調査が

詳細に記載されている。岡本正治・宇仁美咲「不動産売

買の紛争類型と事案分析の手法」（大成出版社、 年

月） 頁参照。
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そういう意味では、宅地や建物が水害ハザード

マップの浸水想定区域に所在することは、今回の

改正がなくても重要事項として宅建業者が調査・

説明義務を負う事項であったといえる。なぜなら、

宅地や建物が水害リスクの高い場所に所在する場

合には、将来、水害により多大な損害を被る可能

性が高く、水害ハザードマップの浸水想定区域に

含まれる土地を購入し又は賃借しようとする者は

稀であるから、売買や賃貸の契約を締結するに当

たり、このような場所に所在することは、契約を

締結するか否かの判断に重大な影響を及ぼす事項

であるからである。

しかし、現実の取引においては、法定重説事項

ではない重要事項は、重要事項としての説明の要

否や説明方法は、宅建業者の判断に任されること

から、往々にして、買主や借主にとって不利な事

項は積極的に説明されない傾向があり、後日の紛

争を慮って説明をする場合であっても、曖昧な説

明や不十分な説明に留まる恐れがあった。

法定重説事項に含まれることによって、宅建業

者は、水害ハザードマップの存否及び当該宅地・

建物が浸水想定区域に所在するか否か説明する義

務を負うことが明確化される。宅建業者は、当該

契約において重要事項に該当するか否かの判断か

ら解放され、むしろ、宅建業法上も、積極的に調

査・説明を尽くすことを求められる。その結果、

調査・説明をしなかった場合には、売主業者も媒

介業者も宅建業法 条 項 号違反として、業

務停止処分の対象となり、情状が特に重い場合等

には免許の取消処分を受ける（宅建業法 条

項 号、 項 号、 条 項 号）。

説明方法

「解釈・運用の考え方」によれば、今回の改正

では、水害ハザードマップのどこに所在するかを

消費者に確認させるために、「取引の対象となる宅

地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、

洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当

該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行

うこととする」（解釈・運用の考え方）としている。

宅地や建物の概ねの位置についてハザードマップ

を提示する方法で示すことにより、買主や借主は、

一目瞭然に将来の浸水の恐れの有無を把握するこ

とができる。

しかも、提示されるハザードマップは、宅建業

者が簡略化して示したりすることのないように、

取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村

（特別区を含む。以下同じ。）が配布する印刷物又

は当該市町村のホームページ等に掲載されたもの

を印刷したものに限定し、かつ、最新のものを用

いることとして、客観性と正確性を担保している。

また、当該市町村に照会し、水害ハザードマッ

プの全部又は一部を作成せず、又は印刷物の配布

若しくはホームページ等への掲載等をしていない

ことが確認された場合は、提示すべき水害ハザー

ドマップが存しない旨の説明を行う必要があるも

のとしており、宅建業者は、少なくとも、調査義

務を負う。

これまでの法令上の制限との説明方法の違い

今回の改正で新設された水害ハザードマップの

提示義務は、これまで法定重説事項とされてきた

法令上の制限とは説明方法において、買主のわか

りやすさと理解のしやすさが格段に異なる。

法定重説事項としての法令上の制限（宅建業法

条 項 号）のうち、災害に大きく関わる法令

上の制限は、宅地造成等規制法 条 項及び

条 項（施行令 条 項 号）、砂防法 条（施

行令 条 項 号）、地すべり等防止法 条

項及び 条 項（施行令 条 項 号）、急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律 条 項

（施行令 条 項 号）の「砂防三法」と、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律 条 項及び 条 項（施行令

条 項 号の ）、津波防災地域づくりに関する

法律 条 項、 条 項、 条、 条、 条

項、 条 項、 条及び 条 項（施行令 条

項 号の ）が挙げられる。

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又

は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制

を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を

図り、もって公共の福祉に寄与することを目的と
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そういう意味では、宅地や建物が水害ハザード

マップの浸水想定区域に所在することは、今回の

改正がなくても重要事項として宅建業者が調査・

説明義務を負う事項であったといえる。なぜなら、

宅地や建物が水害リスクの高い場所に所在する場

合には、将来、水害により多大な損害を被る可能

性が高く、水害ハザードマップの浸水想定区域に

含まれる土地を購入し又は賃借しようとする者は

稀であるから、売買や賃貸の契約を締結するに当

たり、このような場所に所在することは、契約を

締結するか否かの判断に重大な影響を及ぼす事項

であるからである。

しかし、現実の取引においては、法定重説事項

ではない重要事項は、重要事項としての説明の要

否や説明方法は、宅建業者の判断に任されること

から、往々にして、買主や借主にとって不利な事

項は積極的に説明されない傾向があり、後日の紛

争を慮って説明をする場合であっても、曖昧な説

明や不十分な説明に留まる恐れがあった。

法定重説事項に含まれることによって、宅建業

者は、水害ハザードマップの存否及び当該宅地・

建物が浸水想定区域に所在するか否か説明する義

務を負うことが明確化される。宅建業者は、当該

契約において重要事項に該当するか否かの判断か

ら解放され、むしろ、宅建業法上も、積極的に調

査・説明を尽くすことを求められる。その結果、

調査・説明をしなかった場合には、売主業者も媒

介業者も宅建業法 条 項 号違反として、業

務停止処分の対象となり、情状が特に重い場合等

には免許の取消処分を受ける（宅建業法 条

項 号、 項 号、 条 項 号）。

説明方法

「解釈・運用の考え方」によれば、今回の改正

では、水害ハザードマップのどこに所在するかを

消費者に確認させるために、「取引の対象となる宅

地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを、

洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当

該宅地又は建物の概ねの位置を示すことにより行

うこととする」（解釈・運用の考え方）としている。

宅地や建物の概ねの位置についてハザードマップ

を提示する方法で示すことにより、買主や借主は、

一目瞭然に将来の浸水の恐れの有無を把握するこ

とができる。

しかも、提示されるハザードマップは、宅建業

者が簡略化して示したりすることのないように、

取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村

（特別区を含む。以下同じ。）が配布する印刷物又

は当該市町村のホームページ等に掲載されたもの

を印刷したものに限定し、かつ、最新のものを用

いることとして、客観性と正確性を担保している。

また、当該市町村に照会し、水害ハザードマッ

プの全部又は一部を作成せず、又は印刷物の配布

若しくはホームページ等への掲載等をしていない

ことが確認された場合は、提示すべき水害ハザー

ドマップが存しない旨の説明を行う必要があるも

のとしており、宅建業者は、少なくとも、調査義

務を負う。

これまでの法令上の制限との説明方法の違い

今回の改正で新設された水害ハザードマップの

提示義務は、これまで法定重説事項とされてきた

法令上の制限とは説明方法において、買主のわか

りやすさと理解のしやすさが格段に異なる。

法定重説事項としての法令上の制限（宅建業法

条 項 号）のうち、災害に大きく関わる法令

上の制限は、宅地造成等規制法 条 項及び

条 項（施行令 条 項 号）、砂防法 条（施

行令 条 項 号）、地すべり等防止法 条

項及び 条 項（施行令 条 項 号）、急傾斜

地の崩壊による災害の防止に関する法律 条 項

（施行令 条 項 号）の「砂防三法」と、土砂

災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律 条 項及び 条 項（施行令

条 項 号の ）、津波防災地域づくりに関する

法律 条 項、 条 項、 条、 条、 条

項、 条 項、 条及び 条 項（施行令 条

項 号の ）が挙げられる。

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れ又

は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制

を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を

図り、もって公共の福祉に寄与することを目的と

し（同法 条）、砂防三法は、土砂災害防止工事の

推進というハード面に関するものであり、平成

年 月末の広島県を中心とした甚大な土砂災害を

きっかけとして制定された「土砂災害警戒区域等

における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

（平成 年 月 日法律第 号）は、砂防三法

とあわせて土砂災害防止対策を講じようとするも

のである。

津波防災地域づくりに関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成 年 月

日法律第 号）は、東日本大震災により広域

にわたって大規模な被害が発生するという未曽有

の災害の発生を受け、東海・東南海・南海地震な

ど津波による大規模な被害の発生が懸念される地

震の発生が高い確率で予想されていることから、

東日本大震災の被災地以外の地域においても津波

による災害に強い地域づくりを早急に進める必要

から制定されたものである。

「解釈・運用の考え方」では、「重要事項の説明

を行う際には、別添３に示す「重要事項説明書」

を参考とすることが望ましい」（「解釈・運用の考

え方」第 条第 項関係、１ 重要事項の説明に

ついて）として、売買・交換、区分所有建物の売

買・交換、宅地の貸借、建物の貸借の 種類の重

要事項説明書が作成されている。参考とされてい

る重要事項説明書の上記法令上の制限についての

説明は、「（１）都市計画法・建築基準法に基づく

制限」として都市計画法・建築基準法に基づく制

限を詳しく記載した後に、「（２）（１）以外の法

令に基づく制限」として法令名と制限の概要とを

記載するにとどまるものである。

（２） （１）以外の法令に基づく制限 

 法令名 制限の概要 

１   

２   

３   
４   

「解釈・運用の考え方」別添３より  

宅地造成等規制法、土砂災害警戒区域等におけ

る土砂災害防止対策の推進に関する法律、津波防

災地域づくりに関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律による制限については、別

途、当該宅地建物が区域内か区域外かを示す欄が

設けられている。

当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か 

造成宅地防災区域内 造成宅地防災区域外 

当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か 

土砂災害警戒区域内 土砂災害警戒区域外 

当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か  

津波災害警戒区域内 津波災害警戒区域外 

「解釈・運用の考え方」別添３より  
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令和 年の宅建業法施行規則の改正では、浸水
．．

ハザードマップにおける
．．．．．．．．．．．

当該宅地建物の所在地を

記載することを求めており、参考として添付され

ている重要事項説明書においても、これまでの区

域内か区域外かといった「点」の説明にとどまら

ず、当該宅地・建物の所在が、浸水ハザードマッ

プに記載された「面」においてどのような位置を

占めているのかを明確に把握できるようにしてい

る点で、画期的なものであるといえる。

 
（第五面） 

当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か 

造成宅地防災区域内 造成宅地防災区域外 

 
当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か 

土砂災害警戒区域内 土砂災害警戒区域外 

 
当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か  

津波災害警戒区域内 津波災害警戒区域外 

 
水防法の規定により市町村の長が提供する図面（水害ハザードマップ）における当該宅地建物の所在地 

水害ハザードマップの有無 洪水 雨水出水（内水） 高潮 

有 無 有 無 有 無 

水害ハザードマップにおける 
宅地建物の所在地 

 

（国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行規則の改正について」宅地建物取引業法の解釈・運用の考え

方 別添３ 新旧対照表より。 ）

これまで、別添３の重要事項説明書において法

令上の制限を説明する際に、「当該宅地建物が」「区

域内か否か」についてのみ説明をすることで足り

るものになっていたのは、「その者が取得し又は借

りようとしている宅地又は建物に関し」（宅建業法

条 項本文）、「都市計画法、建築基準法その他

の法令に基づく制限で・・・政令で定めるものに

関する事項の概要」（宅建業法 条 項 号）の

説明を義務付け、同法施行令 条 項本文では「法

第 条第 項第 号の法令に基づく制限で政令で

定めるものは・・・次に掲げる法律の規定に基づ

く制限で当該宅地又は建物に係るもの・・・とす

る」と規定し、あたかも「当該宅地又は建物」と

いう「点」の観点からの制限であると読めたこと

によるものと思われる。

しかし、過去の激甚災害指定がなされた災害か

らも明らかなように、災害というのは、個別の宅

地や建物に限定し「点」として発生するものでは

なく、むしろ、広範囲において生命・身体・財産

に過酷なまでの被害を及ぼし、「面」としてとらえ

るべき対象である。

しかも、「近年の地球温暖化と気候変動によって、

予想をはるかに超える雨量に見舞われることも珍

しくなくなってきた。ハザードマップを超える災

害の可能性が否定できない」（「解釈・運用の考え

方」）以上、取引対象となっている宅地や建物が近

隣地域の中でどのような位置にあるのかを把握し

ておくことは、災害予防とういう意味でも大変重

要なことである。

現実に発生する浸水被害は、水害ハザードマッ

プとほぼ一致した形になることは、浸水被害が発

生するたびに報道されている。我が国におけるハ

ザードマップは、極めて精度の高くいものである

ことに照らしても、これを活用して重要事項説明
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令和 年の宅建業法施行規則の改正では、浸水
．．

ハザードマップにおける
．．．．．．．．．．．

当該宅地建物の所在地を

記載することを求めており、参考として添付され

ている重要事項説明書においても、これまでの区

域内か区域外かといった「点」の説明にとどまら

ず、当該宅地・建物の所在が、浸水ハザードマッ

プに記載された「面」においてどのような位置を

占めているのかを明確に把握できるようにしてい

る点で、画期的なものであるといえる。

 
（第五面） 

当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か 

造成宅地防災区域内 造成宅地防災区域外 

 
当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か 

土砂災害警戒区域内 土砂災害警戒区域外 

 
当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か  

津波災害警戒区域内 津波災害警戒区域外 

 
水防法の規定により市町村の長が提供する図面（水害ハザードマップ）における当該宅地建物の所在地 

水害ハザードマップの有無 洪水 雨水出水（内水） 高潮 

有 無 有 無 有 無 

水害ハザードマップにおける 
宅地建物の所在地 

 

（国土交通省ホームページ「宅地建物取引業法施行規則の改正について」宅地建物取引業法の解釈・運用の考え

方 別添３ 新旧対照表より。 ）

これまで、別添３の重要事項説明書において法

令上の制限を説明する際に、「当該宅地建物が」「区

域内か否か」についてのみ説明をすることで足り

るものになっていたのは、「その者が取得し又は借

りようとしている宅地又は建物に関し」（宅建業法

条 項本文）、「都市計画法、建築基準法その他

の法令に基づく制限で・・・政令で定めるものに

関する事項の概要」（宅建業法 条 項 号）の

説明を義務付け、同法施行令 条 項本文では「法

第 条第 項第 号の法令に基づく制限で政令で

定めるものは・・・次に掲げる法律の規定に基づ

く制限で当該宅地又は建物に係るもの・・・とす

る」と規定し、あたかも「当該宅地又は建物」と

いう「点」の観点からの制限であると読めたこと

によるものと思われる。

しかし、過去の激甚災害指定がなされた災害か

らも明らかなように、災害というのは、個別の宅

地や建物に限定し「点」として発生するものでは

なく、むしろ、広範囲において生命・身体・財産

に過酷なまでの被害を及ぼし、「面」としてとらえ

るべき対象である。

しかも、「近年の地球温暖化と気候変動によって、

予想をはるかに超える雨量に見舞われることも珍

しくなくなってきた。ハザードマップを超える災

害の可能性が否定できない」（「解釈・運用の考え

方」）以上、取引対象となっている宅地や建物が近

隣地域の中でどのような位置にあるのかを把握し

ておくことは、災害予防とういう意味でも大変重

要なことである。

現実に発生する浸水被害は、水害ハザードマッ

プとほぼ一致した形になることは、浸水被害が発

生するたびに報道されている。我が国におけるハ

ザードマップは、極めて精度の高くいものである

ことに照らしても、これを活用して重要事項説明

を行うことは、生命・身体・財産に対する不測の

事態を防止することに役立つと考えられる。そう

いう意味で、浸水ハザードマップを提示して重要

事項説明を行うことを義務付けた今回の改正は、

買主や借主と言った取引の当事者が、自然災害の

意味を正しく捉え、不測の損害を蒙ることのない

ように配慮し、災害への備えに向けて大きく舵を

切った改正として高く評価できる。

４ 重要事項説明を活かすために

浸水リスクについて

「解釈・運用の考え方」では、「近年の地球温暖

化と気候変動によって、予想をはるかに超える雨

量に見舞われることも珍しくなくなってきた。ハ

ザードマップを超える災害の可能性が否定できな

い。したがって、水害ハザードマップに記載され

た浸水想定区域に該当しないことをもって、水害

リスクがないと相手方が誤認することのないよう

配慮するとともに、水害ハザードマップに記載さ

れている内容については今後変更される場合があ

ることを補足することが望ましい。」としている。

ただし、浸水ハザードマップは、買主や借主に

浸水想定区域を面的に把握させるには非常に有効

な手段であるが、これを交付するだけでは説明を

したことにはならないことに注意が必要である。

平成 年（ 年） 月の台風 号による豪

雨で自宅が浸水した京都府福知山市の住民が福知

山市に対して損害賠償請求をした事案において、

令和 年 月 日、京都地裁は、福知山市から宅

地を直接購入した 人に計約 万円を賠償する

よう命じた。この事案では、「（水害時の浸水区域

を示す）ハザードマップで必要な情報を提供した」

とする福知山市の主張に対し、裁判所は「マップ

を配布しただけでは不十分」と指摘し、「市が浸水

の恐れがある土地を販売することはないと住民が

信頼し、マップを考慮せずに購入することは予見

できた」と指摘し、福知山市には販売時に過去の

浸水被害や今後の浸水リスクについて説明する義

務があったとし、説明義務違反を認めた（ 年

（令和 年） 月 日読売新聞）。

この判決からも学ぶべきは、浸水ハザードマッ

プの提示だけでは十分な説明をしたとは言えない

ということである。現実に発生する浸水被害は、

水害ハザードマップとほぼ一致しているとはいえ、

将来、想定を超える降雨によって浸水ハザードマ

ップでの想定浸水区域以外の場所においても浸水

被害が発生する可能性があることは付言し、浸水

リスクがないとの誤解を生じさせないことが重要

である。

土砂災害ハザードマップ

市町村によっては、浸水ハザードマップだけで

はなく、土砂災害ハザードマップを作成している

ところもある。

土砂災害ハザードマップでは、一般に、土砂災

害警戒区域（急傾斜地の崩壊、土石流、地すべり）、

土砂災害危険個所（崩壊土砂流出危険区域、土石

流危険渓流、地すべり危険個所）、山腹崩壊危険区

域が図示されている。

今回の改正では、土砂災害ハザードマップにつ

いては、法定重説事項とはされていないが、土砂

災害は、生命・身体の危険を伴う災害であり、土

砂災害警戒区域の範囲ではなくてもその下流に位

置する等、想定外の降雨による被害が及ぶ可能性

を買主や借主が認識するためには、ハザードマッ

プの提示による説明が望ましいことは浸水ハザー

ドマップと同様である。

買主等への意識喚起

重要事項説明においてハザードマップを提示し

て説明がなされるとしても、この意味を十分に理

解し、これを契約に反映させるためには、契約直

前の重要事項説明では意味がない。買主や借主が、

契約を締結するか否かを十分に判断できるだけの

時間を確保する時期に重要事項説明を行うことは

もっと強く認識されるべきことである。

ハザードマップが作成されている場合には、物

件資料とともに、契約交渉の早い段階で交付・説

明することが望まれる。また、ハザードマップに

かぎらず、国土交通省「地点別浸水シミュレーシ

ョン検索システム」（浸水ナビ）（

）では、浸水想定区域図を電子地
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図上に表示し、令和 年 月 日には、３Ｄ機能

や浸水深が直感的に分かるＣＧ機能が追加されて

おり、今後、活用することで災害予防に役立てる

ことが望まれる。

寺田寅彦は、「『自然』は過去の習慣に忠実であ

る。地震や津波は新思想の流行などには委細構わ

ず、頑固に、保守的に執念深くやって来るのであ

る。紀元前二十世紀にあったことが紀元二十世紀

にも全く同じように行われるのである。科学の法

則とは畢竟『自然の覚え書き』である。自然ほど

伝統に忠実なものはないのである」（寺田寅彦・「津

波と人間」（昭和 年 月）「寺田寅彦全集」第７

巻 頁（岩波書店 年 月））と述べている。

約 年前の警鐘を、システムとして現代に生かす

ために、宅地建物取引の専門家としての宅建業者

に課せられている責任は重大である。
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